
様式第 1号 (乙 )(第 2条関係 )

収 支 報 告 書

堺市議会議長 田渕 和夫 様

議員氏名   黒 田 征 樹

堺市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項の規定に 令和6年度

政務活動費について次のとお り報告 します。

収  入

支  出

令和6年 10月 30日

(単位 円)

収 入 の 種 類 決 算 額 算 出 基 礎 等

1政務活動費

2その他

1,637,419

9,129

71,888

@270000円

@270000円

自己資金

備品残存価格

Ｘ

　

Ｘ

6ヶ月

2/31日

= 1,620,000円

= 17.419 円

収 入 合 計 1,718,436

使 途 項 目 決 算 額 左の うち政務活 ,ll費 充当額 備 考

調 査 研 究 費

研 修 費

要 請 ・ 陳 情 活 動 費

△
ム 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広 報 。 広 聴 費

354,484

0

0

0

0

87,950

70,752

834,069

349,293

354,484

0

0

0

0

市の事務及び行財政に関する調査研究

活動のために必要な図書、資料等の購入

活動又は市政を住民に報告し、又は宣伝

活動を補助する職員を雇用

活動に必要な事務所の設置又は管理

37,950

70,752

人 件 費

事 務 ・ 事 務 所 費

834,069

340,164

支 出 合 計 1,646,548 1,637,419
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様式第 14号 (第 7条関係)

令和 6年度   事業実施報告書

会派の名称・議員氏名 黒田 征樹

主な事業・行事名 期    日 内 容 の 説 明

[資料購入費]

新聞の購読

[事務・事務所費]

事務所の賃借

4/1-10/2

4/1-10/2

市攻に関する情報収集を行 うため、新聞の購

読を行つた。

市政相談及び市政に関する調査研究を行うた

め、東区日置荘田中町において、事務所を借

り上げた。
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様式第 10号 (第 6条関係)

会 計

'臓

簿

会派の名称 `議員氏名  黒 田 征 樹

務所賃借料など)

2 「項目」相には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記戦でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
。陳情活動費、④会議費、⑥資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報。広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)

年月 日
雲理

番暑
収入額 支出額 残 額 内容 項 目

その
他

06.04.04
0401

S,14C …S,14E 隣帯 ③

06.04.08
0402

53,152 -58,297 車リース代 ①

06.04.10 810,00( 751,703 吹務活動費4～ 6月 分受八

06.04,10
0403

7,955 743,748 電話・プロパイメー代 ③

06.04.11
06-
0408

36,30C 707,44E 入件費 (3月 分) ③

06,04,12
0406

2,400 705,04日 ガノツン代 ①

00,04,19
0407

2,400 702,64d ガノリン代 ①

06.04.23
0408

5,50C 697,14C 新聞購統料 (4月 分) ③

06.04,30
0409

6,004 691,084 車保険代 ①

06.04.90 49,152 641,932
0410

事務所宗賃 (5月 分) ③

月 計 810,000 168,008 641,932

641,932累 計 810,00〔 188,068

■■■■■■■
画面函■■■■■■

■■■■■■■■■

■

一
一

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■

‐ ‐
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様式第 10弓‐
(第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 。議員氏名  黒 田 征 樹

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、①会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、⑤人件費、

③事務・事務所費)

年月日
整理

番暑
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

641,932

060501
0501

2,40C 63t」 .532 ガソリン十( 0

06 05 07
0502

53, 152 586,38C 車 リース代 (1ノ

06 05 07
0503

5,158 581,227 携帯 rt)

06 05 07
0504

11192C 569、 307 Microて、ort 365 Personal 0

06 05 09
0505

42,90C 526,407 人件費 (4月 分) ⑤

06 05 10
06-

0506
2,400 524、 007 ガツリン代 ａ

．

06 05 14
0507

7,335 516,672 電話・フロノ`イタ・一代 ぐヵ

06-

0508
2,400 514,27206 05 16 ガノリン代 一に

06 05 23
0509

2,400 511,872 ガ ソリン十( C

06 05 23
06-
0510

5,50C 506,372 新聞購読料 (5月 分 ) ⑤

6,064 500,308 車保険代 (1106 05 27
06-
0511

06 05 31
06-

0512
49、 152 451,15G 事務所家賃 (6月 分 ) ¢

06 05 31
06-
0513

4,950 446,206 D―rile 2024年 5月 発行号 (4月 号)上・下 一υ

月 計 0 195,726 (→| ,ta

累  計 810,000 363,794 446,20G
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名  黒 田 征 樹

又 の

務所賃借料など)

2 「項 目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定さオ1フ ている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件費、

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

446 20C

06 06 04
0601

5, 12, 441,079 携帯 ③

06 06 07
06-

0602
58,152 387,927 車 リース代 ①

06 06 09
06-

0603
2,40C 385,527 ガ ツリン代 ③

06 06 10
0604

39,60C 338,760 人件費 (5月 分) ①

06 06 10
0605

7,167 378,360 電話 。プロノヽイグー代 ⑤

06 06 15
0606

2,40C 336.360 ガツリン十( ①

06 06 24
0607

5,500 380,860 新聞購読料 (6月 分) ⑤

06 06 25
0608

2,400 328,46C ガ ソリン|( C

06 06 27
0609

6,064 322,39〔 車保険代

06 06 28
0610

49,152 273,244 事務所家賃 (7月 分) tう

06 06 30
06-

0611
2,400 270,844 ガ ソリン代

月 計 t 175,36之

累  計 810,00C 539,15C 270,844
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会  計  llfく   簿

会派の名称・議員氏名  黒 田 征 樹

1 の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次 の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

支出額 残 額 内容 項 目 その他年月 日
整理

番号
収入額

156,489

5,155 151,334 携帯 ◎06 10 04
06-

1001

06 10 10
1002

23,100 128,234 人件費 9月 分) ③

06 10 10
06-
1003

147,20写 -18,973 人件費 9月 分) ③

06 10 10 810,00℃ 791,027 政務活動費10～ 12月 分受入

06 10 11
06-

1004
7,57[ 783,452 電話・プロバイダー代 ⑨

792,581 -9 12C「女務活動安返金06 10 18

月  計 810,000 975,618 -165,618

2,439,12C -9,129累 言ト 2,430,00C
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事務所 (使用)状況報告書

会派の名称・議員氏名 黒 田 征 樹

黒田 征樹

黒田まさき事務所

〒599-8113

堺市東区日置荘田中町 208・3

TEL  072(286)4448

□自宅兼事務所
  )

■専用事務所 (貸貸借契約先

□私的使用

固後援会事務所

■政党活動事務所

□会社等 (関係団体)

他用途との兼用

■ 有 =→
□ 無

月籍i     61,000

(政務活動費充当額

円

48,800  円)

50.4   ■1

(次のいずれかの説明方法を選択)

国使用面積による  使用面積     ■1/延べ面積 (■1)

■使用時間による  月  216時間のうち  172.8時間
80  %

□電気代・・・

ロガス代・・ 。

■その他 (灯油代

%  □水道代・・・  %

%  ■齢纂識、プロパイダ‐代。・・80%

)。
 ・ ・80%

維持管理

経費

月額

(政務活動費売当額 円)

円

%

【所在地】 妻

駐車場

賃借料

□生計を一にしない親族  ■第二者  □その他 (

の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

※議員と貸主

※事務所・駐車場を賃借する場合は、賃貸借契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。
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昂田 篠‖ 様

黛質改定の編 いとこ"通知

陣

所樹   堺市東区日■穣田中町203-3
… …

騨
…

・
需ド

い      ……

鱗 誡  50440置

いつも,世曽になっており、おりがとうございます。

きて、市般の事情により璃在周SS.000円0歳資を来

より3.・ 000Hアンプ0 月60.000H -1.00
たくようしく胡 いいたし

=す
。(消費盛10鶴対応のため)

3年 6

8等 7月 1日 (7月分).
円と改定させていただと

以上
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建 物賃貸 借 契 約 書

深、切修 甜

Φ杯甲という)と

零1素 (員賞岱切時)

運擬考雫七嘩鞭り
第2条 (使用目的)

1と

瀞 霧
畢

カカ
2g奪窪用

g翻
:ぢ息と腐畿 これ

第3負
魅 Iょ 平成

"年

〃 同 /国より平成現負ャ,月 J/日蘇でとす
る。ただし期間満了の爆甲乙協議の上更新することができる。

第4今
.燃怠?鴇 評

)争
争、― 円也 に の内消費税 ‐_D、

認 F電圏鴛:身麗警茅
覇輛亀錠矯駕

會曽定□座
2`本物件のアニ税・公課著しくは物価変騰 により、叉は本物件の値翻目白日の
恋爾 `増鼠簾・迪作の町け加変更等により、貫料郷 日当になつた堀3よ、甲
乙協働の上員料を増激改ミアするものとする。

3,本物件の穏,薔・公課は甲の則 とし、電気・オス・永遺の使用料・電内会
負・衛生費その他消耗費及び乙の改憲、過失による,多理買は乙の負担とする。

第5条 (保 B正金)

1.乙は、その償脇の履行響 保するため、保証金として金

計
を平成式 年 ′′月 /日に甲ほ剣寸眈 。 保征金日よ利思わ 確

2:甲は― 間溺了又は、解約により本質質借黙 了し乙から拶
な退温を受けたときは1ケ月隊内に保証金を乙に返還しなければならなしヽ。
ただし、この場合乙ガ員料その他本契約に基づさ甲に対し金銭償務を青して
いるときは、甲は保目【金よりこれを養31き残額を返澤するものとする。

篤6条 (損害贈鱒 )

1.乙は、本IИ件ガ溺失・毀損したOtlよ重ちに甲に通畑するものとし、その滅

― オ乙又lよその家族・使周人の鑢 苦しくは週供に起囚する場合は、そ

似下乙という)と は、下記の通り賃貸借契約を締結する。

興閉コード

コード ほ

瓢
触

第8祭 (B留和銀 冬了)

1,甲又lよ乙の部割こより本契約を離 lする場劇よ、.甲は、0ケ同前、乙は3
ヶ月前E相手方に対しB面により通告しなければならない。但し乙は3ケ月
分の家買の前納により通曽t代えることガできる。

2,甲は、乙ガ次のS号のいずれかに当るときは、通知、悩告なしに本契約を
解、掏することガできる。

1.質料の支払を2ケ月以上憲つたとき。
2.艘震、テnl事事件そのt芭薔しく信用を失墜したと蓄。
3.入居申込みほ蔵備の事実ガあることがW」明したとさ。
4.乙オ反壮会曲団体 (暴力団、過漱な政治団体尋)の構成員、それに
準する者と醜められ筵とき。

5。 そのT膵契約課 頂のいすれかに違曹したとき。
3.3は、本員貸借契約蒼爆了したととlぎ、運滞なく□資をもつて、本初l牛看
原状に優し、かつ、本卒力件内にある乙の付属設備や物品を撤去して、本物件
を甲巳完全に明濫し返還しなければならなしち

4.乙は、本小翅件を甲にしB渡し返還する場合lよ、あら力じめ(有 )'日鶴 不動産
に日固をもつてその旨を通則し、同会社の係員の立会を得て、本物件の現状
を点検しなければならない。

5.乙ガ第3頂の働務を怠り、複l日工事をなさず、又は物品を残Eしたときは、
甲ほあいて優旧工事をし、又は乙ガ磯目物品の所有権を放棄したものとみな
して径憲にこれを処分できるものとし、乙はこれに対し員餞奄申し立てるこ
とができず、又―切金銭曲膊求をすること流 きなし埓なめ、この拐台甲ガ
復旧工事又は物品の処分に要した費用はすべて乙の負担とする。

6.員貸倍契約期間内であつても、本物件が本5廃し、若しくlよ天策・地変・文
S鷲響により激矢・毀猥し、又lよ喜確群団彗によりぶ物件ガl便象 lま使用鶴観
され、負貸曽契湘を継続することガ困難となつたとき、又は第7祭第3頂の
通畑をしないでlヶ月は上本物時を無人にしたときは、本質貸借は当黒R争冬了
するものとする。

第0条 (保肛人の員務)

連帯保証人は、本梨細E基づく乙の優務を保肛し、
行する資に任するものとする。

乙と瀬帯してその償務を履

蒲10条 (強侑!執行)

甲乙及〔′齢 際衝Lttlよ 、本契約E墓づく金銭償務を臓行しないときは、1壼うに
白市J執F]を受けても票協ないことをラめB諾する。

第11条 に流僣嗜)    ・
甲、乙、丙間に紛争ガ生じた協合1よ、甲の住居地を曽むする翔削所を合意管轄
裁判所とする。

…~― ―常一_一―の損害を賠償し―ナど1"削溶辱偶呼ま華議事=聖圭工___ェ奉詢弾t___― 、第悧2条‐(ltt RID_ ャ ~~               _‐ 名
― ド_

2.乙は、柳 終了後本捌標嚇登に明渡し返還しないときは、これ      1.乙 ガ連入れた入居申込金、と _ 口は 平ヽ成一 年 一 月 一 日
を使用すると番とにかカイDらず、通理を完了するまでその当時の賞料と同額       入居手悶金に変更した。

3と言尋壱禄尋景豊毒苫畳号E議与鼻とを受g:魯せと隣巻層瞬ョをもつ :曙騒鋒錘鋸鋪雛 轟担鍾
4.甲は、盗難その他甲の資によらない事由による損害ほついては、工切その      4.当日以降、当該建物の角遮慶更、告しくは造改栞虫

'び

に造作的加、蟄菫更エ
資崖及び費用の郵目を負わないものとする。                      事をなした場∃よ、員料の増瀧 可もあり得るものとする。

1銘7条 (筆1に手動                                  5,家 賃始剤lよ帥 完成時叉は内競 工時蹴しWよ入居時のしヽすれア,早い時爛か
1.乙は僅用目― 更したり、第菫者E使用させ、又は顆貸したりすること
ガでとない。

2.乙は、甲の轡面による承諮ガなければ、本絢件の改造・楳様書 ,その他の
現状変更魔 きないものとする。なあ、乙は甲の恩語を得て行つた現状変更
であつても、,日重しの医は自費をもつて原状臣復するものとする。
3重

む室:撒 撃 勒

4.乙は、本物作ヌlよその即口において、危「貞1初の持込・騒音・懸奥の放撤吾
危険又は衛生上宵害な行為、その僧風傷を害し、めるいは近隣の迷忍となる
ような行為をしてはならない。

5.乙は、― 借蜘 ガ終了し本物件を返還するB合、立鳳料・轡覇yβl.櫂
利金・その他これほ類する―切の鍛 的酪求をすることガできない。

事ヽ項については民法及び慣習B従い成る可く道議的

(特  莉)

甲、乙、丙三名は、本契約書の全頂目を熱読したうえ合意に達し本契約を締結した。上記契約を
証する為、各自督・呂僚田の上、本契約書を甲及び乙、(有 )旭建託不動産、各々が各自1通を所持する。

平成力う年 //月 /日

8

第13条

らとする。
.― 奪に記載のなし
に解決するものとする。

(甲)貫 貸 人 住

(乙)質 借 人

q所

名

Ｌ

所

葛

Ｌ

所

名

Ｌ

Ｅ

　

　

　

Ｅ

　

　

　

Ｅ

氏

Ｔ

住

氏

Ｔ

住

氏

Ｔ

仲 介 業 者  有嵌会及

代永泉締″
`奉TEL(072S

取ヨ庄任者 隔   昔 岡 洋 信 ⑬
第1盟qサ

埒
(丙)連帯保証人

⑩

攀 裁費黒

(借主強 )

12



自騎車プース契由書

増 嵐 上のとおり,―義 ― と、そほ として本書,畿搬 hi←白鱗 ― うえ甲―
ボ■1-じ エヨ比

契約要目表

,

1

【 … …… _… _… …__
ト

ｇ
，

一
　

　

一
　

，
・
一

一
・

〓

一一

一
　

・
一
二

とおりとレ

とと

'二

Rね畠島早帝二IⅢお
=

ると合は直ちと書ヨによリミれをと諄

必ず、要爵表 CS〕 に
え・ ― `―

傷

X

豊独線

"■
)

と

ン

ン
凛粛閣日日区質田三丁目lo-14
-■ ′ジット細 難

♂
ヱ0刀珂1寸 ⑬

r持
=!!1ヂ

孝争
｀
tlす

鱒

:i喜:Ⅲ ギ‐i fl‐ !

佐 番

粛薗贈由贈碑臣嘱廂障ヨTttB

… 弾  騨

B 要

タ 2こ確   7爆 監

綸

ド S ・ C ′t,ケー・デ  7DCVT
奉クィ トメールタ,スタル才ヤイン

■

層
機

齢

500と 五

な    し

練 鶏 襄猜鰈

贄 ユ
コー

^引

車
― 脇 脚 韓 お り

■:こ 0歩Я I二 日 手
=

予
=「

『二OB2年OC,0■ 日

raO,400。 一

苧S,0■ 0.…
誓86,こ と0.―

ダE安星寺FH｀
1名
f監

イロ

“

  J

,― ス

事 獨

J

2■l k,

'手
す.

―
― B名静 してくだきと、13



1967 V

―.|.|―
|

|■|■

様
III・ inilBIIBIIIIB‖

.BIBII・ BIBIBIBIBlllBI・
IBBIBLIIBBBIBIIBIB白 IBIBBBI

v O樹 そ
2:∫ !0017041110 0001871/ 翻

i!|― 払!込方法 12分割 (12回払)

7580円
|■ |・ ■||■‐

7580円 ■ |―
―

7580円
・

i・― 
・

日座振替 殺12恒

保険
Iの1種類 家庭用総合自動車保険 (AAP) ロードレスキュ

保―険 期1酎・
|

令和 5年  7月 20日午後4時から
令和 6年  7月 20日午後 4時まで   1 年間

保 険 料 の お 支 払 い な ど に つ い て

ご 契 約 の お 車 (被 保 険 自 動 車 )な ど

割 引・菩J増 な ど

は弊社が最初
|に集金 し得る月の所定の嬌瞥日です |'綾‖i   所落嵩暴懲占

番

トヨタアルフアー ド

AGH30W
 五午 7州  〕rttiF

名
一様

0ノンフリート15等級 (割引53%)
新車割引

ワ 械

置

機

燐

保「喚金観

に
 保険開始日時点年齢 

住友三井オートサービス株式会社

取 扱 先 。ご連 絡 先

仕絆特約名称等

黒田 征樹

運転者年齢条件特約 (35歳以上限定)

′∫歳雰す121～ 2i義を∫ミ

',登

11～ ti―群i`,歳以上
十

株式会社クリア
(CPlL27)

i TE4 06-6484-5660

0120-016-698 スマートフォン携帯電話か勇ご不」用にな1

◆平日・土・日・祝日:午前9時′や午後5時 (年末年始を除く)

24時間。365日 、事故のご連絡に対応しています。
弊社営業時間外も、緊急時の初期対応サービスを実施しています。
※このご契約にはロードレスキューが付帯されています。お車が事故
や故障などで自力走行不能の際、レッカー搬送や緊急修理などにご対
応させていただきます。詳細は、同封のご案内をご覧下さい。

事故受付センター      0120-416-6こ
スマートフォン・協帯鴛蹟からもご不1用 にな4

大阪プロ営業課
i■ ||:|

■|― 16

理勢警年齢

11ご本人・配偶者

2同居のお子様

i隅,題癬る
4拐J纂

?森
婚の

ユ
~

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ
Ｏ

ｘ

ｘ

ｘ

Ｏ

Ｘ
Ｏ

ｘ

ｘ

ｘ

Ｏ

ｘ
Ｏ

ｘ

ｘ

×

Ｏ

ｘ

ｘ

ｘ

ｘ

Ｏ

Ｘ
Ｏ

ご
晨

取扱営業君
―

に つ い て補 償 の 象 と る 運 転

Ⅲ従業員

上記1～
『

以外の方

0こ鳥憩義含iま

碁ずご達籍くださ
`l

慧恥
yギ

恥 用途草種の変更

田ロド囲口 登録番号の変更

ご住所の変更 tⅢ雰一事滋が趨通拳ゑ与―秘竜つてず4愚 きR吾ップを。

ロードレスキ

24時間・365日 、事故のご連絡に対応しています。
弊社営業時間外も、緊急時の初期対応サービスを実施していま
※このご契約にはロードレスキューが付帯きれています。お嘩
や故l革などで自力走行不能の際、レッカー搬送や緊急修理なと
応させていただきます。詳細は、同封のご案内をご覧下さい。

事故受付センター 0120-416-
スマートフォン・携務電語からもど刊 ,

取扱代理店・1及 者 株式会社クリア
TEL 06-6484-5660

取扱営業ll 関西本部      大飯プロ曽葉風景

伊

ヤ恥お呼 お車の譲渡

お恥沙欄 お車の入替

Dお車の使用目的を変更する場合
(AAPのみ)

D年齢条件を変更する場合
D運転着隈遣特約を変更する場合
D記名椒保険者を変更する場合 など

※華徹塊名で示辞|・ 約束はせずは、早期に弊社にご連絡ください。

※乗車中の方がケガをされた場合も、必ずご連絡ください。

騨 ●壌♂
蔓画の(事欲メモ)に灘律

ステップ 2

、自―ドレスキュー事故の優亜豆IA'C損保

ご契約者名 ロードレスキュー

様
黒田 征樹

ケガ人を  警察ヘ

≦ 0× 弊社

に遵濡

ステツ 3ステップ 1

●「ドライバー安心カード」をミンン絆にそつて切り取り、そのまま車検証に同封するか、3つ折りにして免許証と一緒に携帯してください。

14



参考様式第 1号

雇用状況報告書

会派の名称 。議員氏名   黒田 征樹

※雇用契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。

※職務内容をもとに算定する場合の按分率

職務内容 核分率

政務活動十後援会活動 1/2

政務活動十後援会活動+政党活動 1/3

堺市

2023寄ヨ10月 1日 2024年 3月 31 日

■直接雇用    □その他 (派遣等 )

9時間 ′ 週  (1日   3時 間X   3日  ′ 週)

1,100円□月額  □日額  ■時給

■政務活動  国政党活動  □後援会活動  □( )活動

□勤務実態をもとに算定

(週勤務時間数のうち政務活動にかかる時間)    時間

(週勤務時間数)     時間

100°/o □職務内容をもとに算定 ※下記参照

□生計を―にしない親族  ■第二者  □その他 (

※議員と被雇用者の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

(上記以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数 とする。)

15



参考様式第 2号

雇 用 契 約 書

ふりがな 生 年 月 日

氏  名 生

現 住 所
〒

堺市

TEL

下記の条件で契約します。

雇用期間 2023年 10月 1日 か ら 2024年 3月 31日 まで

就業場所
堺市東区日置荘田中町 208・ 3

黒田まさき事務所

仕事内容
政務活動にかかる補助及び関係書類の作成

就業時間 月・火・木曜午後 1時 00分から 午後 4時 00分まで

休   日
水 。金・土・ 日曜・視日

給与 (賃金)

時給 1, 100円

給与支払
毎月末日締め、翌月 10日 支払い

給与振込先
現金支払い

上記契約期間満了をもつて本契約を解消する。

契約書は2通作成し、双方が各 1通を保管する。

と。23年 lo月 十 日

雇用者 浮、口 舅脇な

被雇用者

16



職名令和6年3月 分

出 勤 簿 兼 金 台 帳

始 業 午後  13 時  00 分

絡 業 年後  16 時  00 分

事業所名:黒田まさき事務所

氏名 性別

氏名令和6年3月 分

時給: 1,100円

賃金支払口 :

月給

令和6年4月 11日

円 :日給 円

確認印
終

承認印

日
付

出

勘

欠

勤
有
綸 通常 残業 深夜 休 日 備考

日
付

出
勘

欠

勘

有

給 通常 残祟 深夜 休 日 備考

時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分

守 17(目

18(月 O 3

3(日 ) 19(火 ) 0 3

4(月 ) 0 3 20(水)

0 3 21(木) O 3 00

0 3 23(」L)

8( 24(日

25(月 0 3 00

10(日 ) O 3 00

11(月 ) O 3 00 2

12(火 ) O 3 00 X

ta(水 ) 20(

1 0 3 00

15( 31(日 )

1

出勘日数 11日 通常労働時間 33 ∞

欠勘口数 1日 早出残業 Q 00

有給日数 0日 深夜労働 0 00

休日労働 0 00

①
支
給
金
額

通常労働時間資金  (3&0) 36,300円 ②
社
会
保
険
控
除

雇用保険料控除

0円 厚生年金保険料控除

0円 健康保険料控除

0円 分離保険料控除

0円 社会保険料控除 計

社会保険料控除後の給与の金観

源泉所得税

③
そ
の
他
控
除36.300円

その他控除 計

36,300円 差引支給額

0円

14  日

残業   (00) 手当

深夜労働  (ao) 手当

休日労働  (QO) 手当 0円

手当 36,300円

手当

手当

手 当

手 当

支給金額 計

支給金授の内、非課税分 0円

課税給与金額 36,300円17



雇用状況報告書

会派の名称 。議員氏名 黒田 征樹

※雇用契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。

※職務内容をもとに算定する場合の按分率

職務内容 按分率

政務活動半後援会活動 1/2

政務活動十後援会活動+政党活動 1/3

〒

堺市

2025年 3月 31日2024年 4月 1日

■直接雇用    □その他 (派遣等

9時間 / 週  (1日   3時 間×   3日  ′ 週)

1,100円
□月額  □日額  ■時給

■政務活動  □政党活動  □後援会活動  回( )活動

□勤務実態をもとに算定

錮 勤務時間数のうち政務活動にかかる時間)    時間

(遇勤務H手関数)    時間

□職務内容をもとに算定 ※下記参照100%

□生計を一にしない親族  ■第二者  □その他 (

※議員と被雇用者の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

(上記以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数とする。)

18



雇 用 契 約 書

生 年 月 日
ふりがな

生
氏  名

TEL
T

堺市
現 住 所

下記の条件で契約します。

2024年 4月 1日 か ら2025年 3月 31日 まで
雇用期間

堺市東区目置荘田中町 208・3

黒田まさき事務所就業場所

政務活動にかかる補助及び関係書類の作成

仕事内容

月・火・木曜午後 1時 00ノ分から 午後 4時 00分まで
就業時間

水・金・土 。日曜・祝日
休   日

時給 1, 100円
給与 (賃金)

毎月末日締め、翌月 10日支払い

給与支払

現金支払い
給与振込先

上記契約期間満了をもつて本契約を解消する。

契約書は2通作成し、双方が各 1通を保管する。

餌μ叶 年十 月 |

浮、θ π葬痛弯雇用者 ホ爾

日

被雇用者

19



出 勤 簿 兼 賃 金 台 帳
令和6年4月 分 職名

始 業 午後  13 時  ∞ 分

終 業 年後  16 時  00 分

事業所名:黒田まさき事務所

氏名 性別

確隠印
''1ド

Ⅲ

|
承認印

日

付

出

勘

欠

勤

有

給 通常 残業 深夜 休 日 備考
日

付

出

勘

欠

勘

有

給 深夜 休 日 備考

時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分

f(月 0 3 f

2(火 ) 0 3 18(木 ) 0 3 00

19(金 )

O 3 20(」L)

21(日 )

22(丹 0 3

7(日 23(火 ) 0 3 00

8(月 0 3 00

9( O 3 00 25(木) O 3 00

1

11(木 ) O 3 00

1 28(ロ

la(上 ) 29(月 )

14(日 ) 30(火 ) O 3 00

15(月 ) O 3 00

1 O 3

出勤日数 13日 通常労働時間 39 00

欠勘日数 0日 早出残業 0 00

有綸日数 0日 深夜労働 0 00

休日労働 0 00

令和6年4月 分

時給: 1,100円

賃金支払日 :

月給

令和6年5月 9日

円 :日給

氏名

円

①
支
給
金
額

通常労働時間質金  (390) 42,900円 ②
社
会
保
険
榎
除

雇用保険料控除

0円 厚生年金保険料控除

OH 健康保険料控除

0円 介慶保険料控除

0円 社会保険料控除 計

社会保険料控除後の給与の金額

源泉所得税

③
そ
の
他
控
除42,900円

42.900円 弓|

その他控除 計

0円

13  日

残業   (00) 手当

深夜労働  (00) 手当

休日労働  (00) 手当 0円

手当 42,900円

手 当

手 当

手当

手当

支給金額 計

支給金額の内、非課税分 0円

課税給与金観 42,900円20



出 勤 簿 兼 賃 金 台 帳
令和6年5月 分 職名

始 集 午後  13 時  00 分

終 業 午後  16 時  00 分

事業所名:黒田まさき事務所

氏名 性別

氏名令和6年5月 分

時綸 : 1 100円

資金支払日 :

月給

令和6年6月 10日

円 :日給 円

．
詳 1 

承認印確認印
デ
聰

日

付

出

勤

欠

勤

有

綸 通常 残業 深夜 体 日 備考
日

付

出

勘

欠

勤

有

給 通常 残業 深夜 休 日 備考

時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分

1
↑

O 3 00 1

3( 日 19(日 )

4(土 )
20(月 ) O 3

S(日 21 O 3

0(月

O 3 00 0 3 00

8(水)

9(木) O 3 25(」L)

1
26(日 )

11 27(月 O 3 00

12(日 O 3 00

13(月 ) O 3

1 0 3 0 3 00

1
31(金)

16(木 ) O 3

出勤日数 12日 通常労働時間 36 00

欠勘日数 0日 早出残業 0 Q0

有給日数 0日 深夜労働 0 00

休日労働 0 Q0

①
支
綸
金
額

通常労働時間賃金  (3&0) 39,600円

0円

0円

0円

0円

39,600円

39,600円

②
社
会
保
険
樫
除

雇用保険料控除 0円

12  日 厚生年金保険料控除

残業   (αO) 手当 健康保険料控除

深夜労働  (ao) 手当 介麗保陰料控除

休日労働  (ao) 手当 社会保険料控除 計 0円

手 当 社会保険料控除後の給与の金額 39,600円

手当

③
そ
の

値
控
除

源泉所得税

手 当

手当

手 当

支給金額 計

支給金額の内寺非課税分 その他控除 計 0円

課税給与金観

~~~差
引支給額 ①―②一③ 39,600円
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雇用状況報告書

会派の名称・議員氏名 黒目 征樹

※雇用契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。

※職務内容をもとに算定する場合の核分率

職務内容 按分率

政務活動+後援会活動 1/2

政務活動十後援会活動十政党活動 1/3

〒

堺市

2025年 3月 31日2024年 6月 1 日

■直接雇用    □その他 (派遣等 )

6時間 / 週  (1日   3時 間X   2日  ′ 週)

1,100円□月額  □日額  ■時給

■政務活動  国政党活動  □後援会活動  □( )活動

□勤務実態をもとに算定

(週勤務時間数のうち政務活動にかかる時間)    時間

(週勤務時間数)     時間

100% □職務内容をもとに算定 ※下記参照

□生計を―にしない親族  ■第二者  □その他 (

※議員と被雇用者の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

(上記以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数とする。)

22



雇 用 契 約 書

生 年 月 日
ふりがな

生
氏  名

TEL

堺市
現 住 所

下記の条件で契約します。

2024年 6月 1日 か ら2025年 3月 31日 まで
雇用期間

堺市真区口置荘田中町208・ 3

黒田まさき事務所就業場所

政務活動にかかる補助及び関係書類の作成

仕事内容

午後 1時 00分か ら

週 2日

午後 4時 00分まで
就業時間

土・ 日曜・祝日
休   日

時給 1, 100円
給与 (賃金)

毎月末日締め、翌月 10日支払い
給与支払

現金支払い
給与振込先

上記契約期間満了をもつて本契約を解消する。

契約書は 2通作成し、双方が各 1通を保管する。

をoみ L十  年 レ 月 |

雇用者

被雇用者

希靱

日

預独 1, xチ芳修丁
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令和6年6月!分 資金支1払日: 令和0年7月 :1日

時綸 : 1,1-∞ 月1給 円 : H綸 ロ

事業所名 :!暴田事さき事務所

氏名

職名― 氏名― 性別

∞  分時

午後  16 崎  00 分
確燃印 承盟印

―

H
付

出

一

欠

と 備考
1日

|

付

出
齢

欠
エ

有

エ

労韓時間

備考
‐:編

||

塗 ‐
― 残業

i

漂夜 林 日: 通常 残業 課夜 休日

時 分 1時 分 欝 | 分 1時 . 分 |

甲

時 分
!

時 | 分 i時 分 | 時
―
分

|(■) i文月) O‐ a
―

100

2(H, ■3(火 ) 0 3!
.00

3(月 ) 01 3 00 ■Ⅸポ)

4(却 ,0(木〕

5(水) ,1(金 )

0(本) 01 3 00 22(■)

7(金) 23(1日う

8(と

'

ヱ4(月―
) 0 3 00

9(1凰〕 123(火 )

■Ol月う0 3 00
-26(水

)

11(火〕
"(本

) 0!
３

・
00

112(水 ) 128(≦滋)

蝉 (本〕0 3 00. 120(Itti)

14(金〕 80(日―)

0 24 :00‐

欠勘Hi数 0目 | 早出残業 0:00
有綸日執 0日 | 深夜1労働 0:00

休日1労働― 0:∞

1通常労働時間資金 (24:0) 2住4蘭 円 雇用保険料控除 0開

8  日 0閂| 厚生年金保険料控除
―

残祟   徹0) 手当 0円 偉藤保険料控除

深夜労働  徹0) 手1当 | 0翔 | 介捜保険料控除

②
社
会
保
険
控
除 社会保険料撫除 計体目労働  (00) 手当 0:R‐ 01円

手当 社会保険料機除後の給与の金観 26.400円

手当 源泉所得犠

手当|

手当

手 当

①
支
輪
金
額

支綸金額 計 2.6,400円 |

③
そ
の
他
控
除

支輪金額の内|、 非漂税分 その!他控除 計 0円 |

蘇税給与金観 20i400■ 21.40011円24



性別|令和o年7月1分 氏名職名

始 業
確爆印|

午後 時

分13

16.

00
―

〔〕  HD

承露印
絡 ―業|

令和0年7月分   資金支払日:  令和0年,丹3日

時綸
=

I∞ 1円   月!綸

事業所名i黒翼|まさき事務所

氏名̀

円

H
付

欠
齢

有

勢

1労働時間

常考.

1日
―

付

欠

翫
有
給

|

備考通常 |.嘉業| 深夜―・体H 抵常 1残業 深夜 1体H
備 分 時 . !分 1時 ! 分 1時 i 分 特 分 1路

. 1分
|

!時
| 1分 ! 1時| 分

IC月〕Oi .3 .(〕

 , (〕 17(ホ)

2(火 ) 司8(木) 0 00

3(水 l 19(金 )

4(木〕0 3 00 120〔主)

6(金 l ,1(日つ

16(土
) 22(月 ) 01 3 00

'(日

) 43(火 ) 01 31 00

8(月, O 3 00 21(水 )

0(火) 23(木)

10(水) 2o(金)

11(本 , Oi 3 00 ,X土)

12ぐ金) 128(H)

13(圭〕 129(月) 0 3 |∞

11(:日 ) 40(火 )

10(月 ) i31(水)

10(卿 0 3 00

27 :00.

早出残集 0:00
H助日1数 9日 i

央鋤日1独 0日 !

存給日散
―

0「日| 深夜労働. 0100

休日労働 0:00:

通常労働時間資金 (2'0) 独OiV"1円 雇用保険料控除 0冑
9  日 01円

: 厚生年金保険料捜除

残業   (90) 手当 01円 健康保険料控除

深夜労働  (1働0) 手当 OR 弁慶保険料控除

②
社
会
保
僚
控
除株ヨ労働  (00) 手当 01開 | 社会保険料機除 ―計 0日

手当― 社会保険掛控除後の構与の1歳領 2町7001円

手当 瀬業所得税―

手当
―

手当|

手当

Ｏ
支
給
金
額

支綸金額 計 29,700円 !

支綸金額の内、非課税分

０
そ
の
他
控
除

その他盤除 計 0円

課税綸与金霞 29,700・瞬 129,700.円25



出―

令和0年3月 分   資金支払日:  令和0年字月ηH
時給.: 1,100H  月給

事業所名:器出事さ警事務所

氏名
|

日 円

令和0年3月1分 職名 氏名 性別!1 

始 集 午後  +3 時  00 分

終 来 午後  10 時 .00 分
確緯印

―

③ 承置印―

日

付

出
れ

欠

勘 備考
― H

付

出
動

欠
勘

奮
補

〕

常考議常 残業 ■体H 通常 残串 1深夜 ■体 B―

時 分 持 分 |
1時 1分

|
時 |

1分 「時 分
! 1時 | 1分

―
1時 分 時

―
分 |

t(ホ ) 0 31 100 17(■ )

2(金) liat日)

3(土 , 19(丹 ) 0 3 ||∞

4(1日 , 20(火)

5(月 ) 1 0 3 00 24(ホ )

6(火) 22(木) 0 3 00

7(水) 字3(金)

8(ホ) 0 31 eo 24(土)

9(金) 25(:日 )

■0(■ ) 28(月う01 3 00

11(目う
.2X火

) 0 3 00

12(月う 28(水 )

13(幻 29(,本←)

14(水 ) 30(金)

15(ホ ) 41(主〉

7 21100.

欠勘1口 数 0日 早出残棠 0と Oe

有綸日1数 0日 1深夜労働 0:00
休H労働 0:00

23il∞|1開
11通常労働時間資金  (21-10) 雇用保険料控除 0円

'  
日 。1母

| 厚生年金保険料控除

残棠   (敬0) 手当 o苗| 健康保険料構除

深夜労働  (ao) 手!当「 介護保険料控除

②
社
会
保
険
控
除休日労働  (00) 手1当

0

01 社会保険掛捜除 計 0円

手当 社会保陰掛控除後の綸与の金観 2乳i00円

手 当 源1泉所得鵜

手 当

手当―
I

手当

23:100

①
支
給
金
観

支給命篠 計

③
そ
の
他
控
除

その他機除 針 0円 |烹綸金観の白、J算課税分

課税給与金線 2371°°Hl 差引烹1綸額 ①‐②一③ 23ill∞ 1円26



出 .

令和6年9月1分 資金支払日 :

※ 月:綸

令和0年10月!10R

事業所名 :

氏名

円

性別 1職名 氏名令和0年O月分

始 業
確隠印

時

0

e

分

分

13

!0
承燃印

終 業

1日

付

有
盛

ロ

1備考
日
付

世
勘

欠

鶴

曽曇時蘭‐

備考通常 残弟|
漂夜! 休H. 轟常 残業 漂夜 体 H

!齢 分  .

「
蹄 1分

.

1時 分 時
―
分 時―

分 ―隣 分 .備 ぢⅢ 1時 分 |

1(口〕 !X火〕0・ 3: 00-

2(月〕10 13 00 J■(水〕

3(火) 19(ホ) 0 3 00

4(水 ) 20(金)

5(木 l 0 3 .00 21(■ )

0(金 ) 2Pt自)

,(■) ?3(1月 )

8(1日|) i24(珀

0(月) O― 3. 00 2S(水)

:吠k) 20(木)

‖(水 ) ,7(金)

12(ホ) 10i 3 00 28(主)

13(金) 29(1日 )

+4(土 ) ■0(月) 01 3 ω

16(日う

1出れIHI散 7 轟韓労:出時間| 21 :00.

央勘日虫 | 0日― 學―出残業 0:00
有織日1独 0日 | 謀夜労働 0:00

休日労働 0:∞

通常

"れ

時間資金 (2110) 23i.1001樹 巌1用保険料控除 0円

'  
日 摩建年金保険料理除!

皐出猫業  (00) 手当 0円 健康保険構控除

0円 介慶保険料控,'t深夜労働  傲0  手:当

②
社
会
保
険
控
除 社白保険料機除 鮮 0日休日労働  (00) 手当 0開

|

社会保険1単控除後の給与の金犠 23,100円手‐当

手当

手当

手当

手当

①
支
綸
金
霞

支綸金額 計 23i100円
|

③
そ
の
他
控
餘

その他捜除 計 0円女給金霊の内|、 非擦税分

23i100円 231100円27



参考様式第 1号

雇用状況報告書

会派の名称・議員氏名   黒田 征樹

※雇用契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。

※職務内容をもとに算定する場合の按分率

職務内容 按分率

政務活動 +後援会活動 1/2

政務活動十後援会活動+政党活動 1/3

T5

堺市

2024年 6月 21日 2025年 3月 31日

□その他 (派遣等 )■i直接雇用

40時間 ′ 週   (1日     8口寺間 X     5日  ′ 週)

■月額  □日額  □時給 320,000円

■政務活動  ■政党活動  ■後援会活動  □( )活動

□勤務実態をもとに算定

(遇勤務時間―数のうち政務活動にかかる時間)    時間

(週勘海時間数)     時間

■職務内容をもとに算定 ※下記参照60%

B生計を―にしない親族  □第二者  □その他 (

※議員と被雇用者の関係は(生計を―にしていないことを条件とする。

(上記以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数とする。)

28



参考様式第 2号

雇 用 契 約 書

ふりがな 生 年 月 日

氏  名 生

現 住 所
T

堺市

TEL

下記の条件で契約します。

雇用期1問 2024年 6月 21日 から2025年 3月 31日 まで

就業場所
堺市東区日置荘田申町 203‐ 3

黒田まさき事務所

仕事内容
政務活動にかかる補勁及び関係書類の作成_

後援会関係事務

就業時間 午前 9時 00分から 午後 6時 00分まで

(う ち昼休憩は 1時間とする)

休  日
土・ 日曜・視日

給与 (賃金)

月給 320,000円

給与支払
毎月末日締め、翌月 10日 支払い

社会保険等
■健康保険 ■厚生年金 田労災保険 ■雇用保険

給与損込先
雇用主の指定する方法にて

上記契約期間満了をもつて本契約を解消する。

契約書は 2通作成し、双方が各 1通を保管する。

t軍、伊′み商
`⑤

 ―
雇用者

被雇用者

29



出 勤 簿2024年6月度

所 属

氏名

日付 曜 日 始業時間 終業時間 通常残業時間 深夜残業時間 楠考

1 土

2 日

3 月

4 火

5 水

6 木

フ 金

8 止

9 日

10 月

11 火

12 水

13 木

14 金

15 土

16 目

1フ 月

18 火

19 水

20 木

21 金 9:00 18:00

22 土

23 日

24 月 9:00 18:00

25 火 9:00 18:00

26 水 9:00 18:00

27 木 9:00 18:00

28 金 9:00 18:00

29

30

30



2024年7月度
出 動 簿

所 属

氏名

日付 曜 日 始業時間 終業時間 通常残業時間 深夜残業時間 備考

1 月 9:00 18:00

2 火 9:00 18:00

3 水 9:00 18:00

4 木 9100 18:00

5 金 9:00 18:00

6 土

7 日

8 月 9100 18:00

9 火 9100 18:00

10 水 9:00 18:00

11 木 9:00 18:00

12 金 9:00 18:00

13 圭

14 日

15 月

16 火 9:00 18:00

1フ 水 9:00 18:00

18 木 9:00 18:00

19 金 9:00 18:00

20 圭

21 日

22 月 9100 18:00

23 火 9:00 18:00

24 水 9:00 18:00

25 木 9:00 18:00

26 金 9:00 18:00

27 土

28 日

29 月

30 火

31 水

31



出 勤 簿2024年8月度

所属

氏名

日付 曜 日 始業時間 終業時間 通常残業時間 深夜残業時間 備考

1 木 9100 18:00

2 金 9:00 18:00

3 土

4 日

5 月 9:00 18:00

6 火 9:00 18:00

フ 水 9100 18:00

8 木 9:00 18:00

9 金 9:00 18:00

10 土

11 日

12 月

13 火

14 水

15 木

16 金 9100 18:00

17 土

18 日

19 月 9:00 18:00

20 火 9:00 18:00

21 水 9100 18:00

22 木 9100 18:00

23 金 9:00 18:00

24 土 9:00 18:00

25 日

26 月

27 火 9:00 18:00

28 水 9:00 18:00

29 木

30 金

31 土

32



2024年9月度
出 動 簿

所属

氏名

日付 曜 日 始業時間 終業時間 通常残業時間 深夜残業時間 備考

二 日

2 月 9:00 18:00

3 火 9:00 18:00

4 水 9:00 18:00

5    ィ 木 9:00 18:00

6 金 9:00 18:00

7 圭

8 日

9 月 9100 18:00

10 火 9100 18:00

11 水 9100 18:00

12 木 9:00 18:00

13 金 9:00 18:00

■4

15

16

17 火 9:00 18:00

18 水 9:00 18:00

19 木 9:00 18:00

20 金 9:00 18:00

21 土

22 日

23 月

24 火 9:00 18100

25 水 9100 18:00

26 木 9:00 18:00

27 金 9:00 18:00

23 土

29 日

30 月 9:00 18:00
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ご興約若 〒 
堺市

42201992 V

  1.|:・ :

住 所

氏 名

車 會

黒田 征樹
      様

IBI・ l口 I卜‖
BEIttBII■

IB‖
いBIB:8BBIDB81e卜 IB`卜・ IIBBュ

BoB80BB●
IBIBぃB:

V 03::2t∫ 0∫01 704  1110   0001820′ 鞭

家庭用総合自動車保険 (AAP)   口_ドレスキュ…

12分割 (12回払) 日座振替 12目払

楳 泳暴線き
~・

0年

(CPIL27)

6年
7年

7月 20日午後 4時から
7月 20日午後 4時まで 1 年間

トヨタアルフアー ド

AGH 30W
II I:1 増管韓ⅢI

7960円

ノンフリート16等級 (劉引54%)
新車割引           ^ 

‐

株式会社クリア

TttL O C=0、484-501Q

狭置

来事鎌魂場で示誹。約葉はせずに、早期に弊社にご違結ください。

頚祭車中の方がケガをどれた場合も、必ずご遠絡ください。

0120-016-698  Aマ ートフ↓歩傍帯電路か駐
ツ
やけれ1斡

“

ti
●平日・土・B,掘日:午常9停韓 も時 l年末年鮨t陰く)

24 ・ 365日 、 しています。
、緊急時の初期対応サービスを実施しています。

※このご契孝奇にはロードレスキューカtF寸帯されています。お車が事故
や故障などで自力走行不能の際、レッカー搬送や緊急修理などにご対
応させていただきます。詳細は、同針のご案内をご貨下さい。

事故受付センター      0120-416-6S2
X守―トワⅢン・構帯tr蜘 月になれ討 t

ロードレスキュー

24 ,365日、事故のご連絡に対応しています。
も、緊急時の初婦対応サービスを実施しています.

このご契約にはロードレスキューカく付帯されています。お車が事散
や故障などで自力走行不能の際、レッカー搬送や緊急修理などにど対
応させていただきます。辞細は、同対のど案内をご党下さい。

斡 ― ンター 0120-416-652
ス,―卜,ォン・捕碑 脳わ〕らu調切Bにな韓 1

取扱代理店 ,級若 株式会社クリア
Tと L06-6484-5660

取換営業唐 膊 櫛      六瞬プロ曽線
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た滑合

o保険金額 l名につき 無

させ代

停l

日常生活騰慣贅任特約 保い盛金観  無解l限 (免資金額0円 )
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料事クラス 5
と契約めお車を通転中,こ他入め財約 (他あ車・建鞠など)に損害を
与え、法律上の損害賠償責任を負担した場合

料事タラス

l事故につき 無 制 限

免資金額  なし
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保険金額

‐時金払
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エコノミーA       2回目以降の事故 l
保険l雷韻または協定保険価額  860万 円

協定新価保険金額 530万円

他の白識事 (照 付t書みます〕
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との膝 ・韓部 =掛挿!ドの細等

→

0万円:

0万円

補償されます

豪窯岳析離 歳懇化蔵邁穂されません

離畿盤縛鞘那報基→ 補償されません
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〔e綺軟】普通保険約軟・特的は弊社ホームページにてご鷺ください。
htt,s://www.aigo co.3p/sonoo
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事波状況

連籠先は要面に織示していま罵

この保険証券は、NPO法人カラーユニパーサルデザイン機構により、「色覚」の個人差を間わす多くの方に見やすく配慮されたデザインとして盟置きれました。 vo1932
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